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 資料-１ 市民アンケート調査結果 

資料-１ 市民アンケート調査結果                      

１ アンケート調査の実施概要                            

調査の目的 
 平成２２年度(2010 年度)に実施されたアンケート調査と比較を行い、市民の環境意識の変化を把握す

る。 

 環境施策及び SDGs（持続可能な開発目標）に関して、市民の認知・関心やニーズを把握し、改定環境管

理計画に反映する。 

 環境施策及び SDGs の周知を行うツールとして活用する。 

 

回収状況 
 回答率 19.1％（回収数 381 件） 

 
表 アンケート実施概要 

 市民 

配布数 2,000 人 

抽出方法 越谷市在住の満 18 歳以上の男女を無作為抽出 
※回収数を確保するため「広報こしがや」「越谷市 city メール」「市のイベント」により配布 

配布・回収方法 
 対象に対して紙面により配布 
 広報誌への掲載と越谷 city メールによる配布 
 WEB による回収 

実施期間 令和元年(2019 年)8 月 30 日（金）～9 月 17 日（火） 

 

結果の見方 
 集計表の回答比率は、小数点第 2 位を四捨五入し、第 1 位までを表示している。したがって合計が

100.0％にならない場合がある。また、複数回答（選択肢からいくつでも選ぶ形式）の質問では、回答比率

が 100.0％を超える場合がある。 

 本文図表及び集計表の n は原則として回答者数を表している。設問ごとに回答者数（n）を基数として比

率を算出している。 

 今年度アンケートの調査結果と平成２２年度(2010 年度)調査の結果が比較できる項目については、その

調査結果をグラフ上に示した。 
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 資料-１ 市民アンケート調査結果 

2 アンケートの調査結果                       

2.1 回答者属性                            

問１ あなたの性別を次の中から 1 つお選びく

ださい。 

 「男性」177／381 人（46.5％）に比べ、「女

性」203／381 人（53.3％）の方が多い。 

ｎ=381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   図  性別 

 

問２ あなたの年齢を次の中から 1 つお選びく

ださい。 

・ 「40 歳代」99／ 381 人（26.0％）が最も多く、

次いで「50 歳代」76／ 381 人（19.9 ％）。 

※回収数を確保するため「広報こしがや」「越谷市

city メール」「市のイベント」においても配布を行っ

ているため、回答者に 20 歳未満が含まれている。 

ｎ=381 

 
 

図 年代 

 

問３ あなたは、越谷市にお住まいになって、

何年になりますか。次の中から 1 つお選

びください。 

・居住年数は、「30 年以上」が 158／ 381 人

（41.5％）と最も多い。 

ｎ=381 

 

図  居住年数 

 

 

 

問４ あなたのお住まいは、どの地区ですか。

次の中から 1 つお選びください。 

 

・「越ケ谷地区」52／ 381 人（13.6％）が最も多く、

次いで「大袋地区」48／ 381 人（12.6％）。 

ｎ=381 

 
図 居住地区 
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2.2 環境全般に関する認知度・理解度                 

問６ 次の用語について、どの程度知っていますか。用語ごとに、「内容まで知っている」「内容はあ

る程度知っている」「言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない」「知らない」から１つ

ずつお選びください。 

・ 「マイクロプラスチック問題」を除く、6 つの用語に

ついて「知らない」人の割合が最も高い。 

・ 特に「越谷市環境管理計画」「越谷市地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）」「SDGs（持続可

能な開発目標）」については、「知らない」人が 6

割。 

・ 「SDGs（持続可能な開発目標）」について全国調

査と比較すると、「知らない」が 24 ポイント高い。 

・ 居住年数別にみると、居住年数が短い人ほど、環

境に関する用語について「知らない」と回答する割

合が高い。 

・ 居住地区別にみると、北越谷地区に居住する回答

者は、他の地区に比べ環境に関する用語について

「知らない」と回答する割合が高い。 

 

 

 

ｎ=381 

 
 

図 用語の認知度 

 

 

 

 

 

 
図 SDGs の認知度の全国調査との比較 

出典）「SDGs に関する意識調査」（令和元年度(2019 年)3 月、

一般財団法人経済広報センター） 

 

 

問７ 次の環境問題への対策について、将来を見据えてどうしたら良いと思いますか。環境問題への

対策ごとに、「今すぐ対応するべきだ」「対応するべきだが、急ぐ必要はない」「現在の対策を続

けていれば問題ない」「状況が悪化してから対応すれば良い」「特に対応する必要はない」から

1 つずつお選びください。 

・ 全ての環境問題について、「今すぐ対応するべきだ」

と思っている人が 5 割を超えている。 

・ 特に「気候変動の影響による気温上昇に対して、

熱中症予防などを行い、被害を回避・軽減する」

「海洋生物や生態系に対して、海洋へ流出するプ

ラスチックに含まれる微細なプラスチック粒子の影

響を与えないようにする」は、 「今すぐ対応するべ

きだ」と思っている人が７割を超えている。 
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図  環境問題への対策について 
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2.3 越谷市の環境の現状                        

問８ 越谷市で自慢できるものや残したい場所

はどこですか。次の中から３つお選びく

ださい。 

 

 越谷市で自慢できるものや残したい場所は、「越

谷レイクタウン」156 件（40.9％）が最も多く、次い

で「宮内庁埼玉鴨場」133 件（34.9％）、「交通の

利便性（鉄道網の充実等）」133 件（34.9％） 。 

回答件数 1,469 件

 
図 越谷市で自慢できるものや残したい場所 

問９ お住まいの地域の環境は、過去（5～10 

年前）と比較して良くなっていると感じ

ますか。次の中から１つお選びくださ

い。 

 地域の環境は、過去（5～10 年前）と比較して「変

わっていない」119/381 人（31.2％）が最も多く、

次 い で 「 ど ち ら か と い え ば 良 く な っ て い る 」

115/381 人（30.2％）。 

ｎ=381 

 

図 居住地域の環境の変化 

 

 

問１０ 越谷市環境管理計画では、５つの基本目標を立てて取組を進めています。基本目標の代表的

な取組について、どのように感じますか。基本目標ごとに、「満足」「やや満足」「やや不満」

「不満」「わからない」から１つずつお選びください。 

 

 

 「基本目標４ 潤いと安らぎがある、住み続けたいま

ち」の満足度が最も高く（「満足」と「やや満足」回

答割合が 57.0％）、次いで「基本目標１ 安全で

安心して暮らせる生活環境を守るまち」となってい

る。 

ｎ=381 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 基本目標に対する満足
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「多様で豊かな自

然の恵みを次世代

へつなげるまち」 

多様な動植物が生息・生育す

る豊かな自然の保全 

（ビオトープの整備など） 

４ 基本目標４ 
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問１１ SDGｓの 17 のゴールについて、越谷市が達成できていると思うゴールを３つお選びくださ

い。また、越谷市が重点的に取り組むべきだと思うゴールを３つお選びください。 

 

SDGｓの 17 のゴール 自治体が実施する取組例 

ゴール１ 貧困をなくそう すべての市民の必要最低限の暮らしの確保 

ゴール２ 飢餓をゼロに 農業や家畜などの食料生産の支援 

ゴール３ すべての人に健康と福祉を 住民の健康維持といった保健福祉行政 

ゴール４ 質の高い教育をみんなに 学校教育と社会教育の両面の取組 

ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう 弱者の人権を守る取組の実施や女性職員の起用 

ゴール６ 安全な水とトイレを世界中に 水源地の環境保全 

ゴール７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 
公共建築物への省エネ・再エネの導入、住民の省エネ・再エ
ネ対策の推進 

ゴール８ 働きがいも経済成長も 経済成長戦略の策定、勤務環境の改善、労働者の待遇改善 

ゴール９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 地元企業の支援を、地域経済の活性化戦略として推進 

ゴール 10 人や国の不平等をなくそう 差別や偏見の解消の推進 

ゴール 11 住み続けられるまちづくりを 安全で持続可能なまちづくりの推進 

ゴール 12 つくる責任つかう責任 持続可能な資源利用、食品ロス削減 

ゴール 13 気候変動に具体的な対策を 気候変動の影響による被害の回避・軽減、地球温暖化の防
止 

ゴール 14 海の豊かさを守ろう 海洋へのごみ流出の防止 

ゴール 15 陸の豊かさを守ろう 自然生態系の保護と土地利用計画 

ゴール 16 平和と公正をすべての人に 市民参加型の行政の推進、暴力や犯罪の防止 

ゴール 17 パートナーシップで目標を達成しよう 多様な主体を結びつけ、パートナーシップを推進 

 

 越谷市が達成できていると思うゴールは、「ゴール３すべての人に健康と福祉を」135 件（35.4％）が最も多

く、次いで「ゴール６安全な水とトイレを世界中に」131 件（34.4％）、「ゴール１貧困をなくそう」125 件

（32.8％）。 

・ 越谷市が重点的に取り組むべきだと思うゴールは、 「ゴール４質の高い教育をみんなに」110 件（28.9％）が

最も多く、次いで「ゴール１貧困をなくそう」109 件（28.6％）、「ゴール３すべての人に健康と福祉を」108 件

（28.3％）。 

                  回答件数 1,441 件                      回答件数 1,509 件 

 
   図 越谷市が達成できていると思うゴール       図 越谷市が重点的に取り組むべきだと思うゴール 
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ゴール２ 飢餓をゼロに

ゴール１５ 陸の豊かさを守ろう

ゴール１４ 海の豊かさを守ろう

ゴール９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

ゴール７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

ゴール６ 安全な水とトイレを世界中に

ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう

ゴール１２ つくる責任つかう責任

ゴール１６ 平和と公正をすべての人に

ゴール８ 働きがいも経済成長も

ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を

ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを

ゴール３ すべての人に健康と福祉を

ゴール１ 貧困をなくそう

ゴール４ 質の高い教育をみんなに
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 資料-１ 市民アンケート調査結果 

2.4 越谷市の環境の今後の方向性                   

問１２ 将来の越谷市がどのようなまちになっ

たら良いと思いますか。次の中から３つ

お選びください。 

 

・ 越谷市が「きれいな水やみどりに囲まれた、健康に

暮らせるまち」になったら良いと思う人が 240 件

（63.0％）と最も多く、次いで「環境教育・学習の

場が確保され、環境にやさしい人づくりが進められ

ている」130 件（34.1％）、「公害のない安心して

暮らせるまち」122 件（32.0％）。 

回答件数 1,507 件 

 
図 将来の越谷市について 

 

問１３ 越谷市のより良い環境づくりのための

施策への協力について、どのようにお考

えですか。次の中から１つお選びくださ

い。 

・ より良い環境づくりのための施策への協力は、「内

容によっては協力しても良い」が 151/381 人

（39.6％）と最も多い。 

ｎ=381 

 
図 環境施策への協力について 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１４ 越谷市の環境を良くするために、優先して取り組むべきだと思う施策はどれだと思います

か。次の中から３つお選びください。 

・ 優先して取り組むべきだと思う施策は、「水環境の保全・創造（水質汚濁物質の削減指導や生活排水対策の

啓発等）」121 件（31.8％）が最も多く、次いで「廃棄物の４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）と

適正処理の推進」113 件（29.7％ ）。 

                                                          回答件数 1,504 件 

 
図 優先して取り組むべきだと思う施策 

15.0%

17.6%

17.8%

20.7%

20.7%

21.3%

22.3%

31.0%

32.0%

34.1%

63.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

こしがやの多様で貴重ないきものが生息できる良好な空

間が守られているまち

地球環境への影響を考え、身近なことから着実に取り組

んでいるまち

市民・事業者・市民団体・市が協働し、環境保全活動の

ネットワークが形成されているまち

歴史・文化環境が大切にされているまち

健全な農業が営まれ安心・安全な食を確保できるまち

環境にやさしいエネルギー利用が進められている省エネ・

資源循環型社会のまち

潤いと安らぎのある美しい景観のまち

バリアフリー・ユニバーサルデザインを取り入れたすべて

の人にやさしいまち

公害のない安心して暮らせるまち

環境教育・学習の場が確保され、環境にやさしい人づくり

が進められているまち

きれいな水やみどりに囲まれた、健康に暮らせるまち

0.3%

1.0%

8.7%

12.6%

37.8%

39.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

協力したくない

どちらかといえば協力したくない

どちらともいえない

ぜひ積極的に協力したい

できるだけ協力したい

内容によっては協力しても良い

2.6%

5.0%

8.1%

8.1%

8.9%

9.2%

10.2%

15.7%

16.3%

21.5%

22.3%

23.4%

24.7%

28.6%

28.6%

29.7%

31.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

海外への環境技術の輸出などを通じた国際協力の推進

その他

環境に配慮した産業の振興

市民・事業者・市民団体の自主的な取組の推進・支援

市民・事業者・市民団体・市などによる協働体制の充実

環境情報の提供と体験学習などによる環境科学の振興

生物多様性の保全（ビオトープの整備等）

環境と共生する地域づくり（親水空間の整備等）

地球環境問題への対応（気候変動の緩和策・適応策等）

大気環境の保全（大気汚染物質の削減指導やエコカーの導入等）

化学物質対策の推進（大気・水・土壌の保全）

学校や地域、事業者などのあらゆる場での環境学習の推進

緑地・農地の保全

騒音・振動・悪臭の防止

ヒートアイランド対策の推進

廃棄物の４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）と適正処理の推進

水環境の保全・創造（水質汚濁物質の削減指導や生活排水対策の啓発等）
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 資料-１ 市民アンケート調査結果 

2.5 環境に関する取組の状況                    

問１５ 日頃の暮らしの中で、環境に対する工夫や努力をされていますか。次の中からすべてお選び

ください。 

 日頃の暮らしの中で、環境に対する工夫や努力していることは、「ごみの正しい分別や資源のリサイクルを積極

的に行う」301 件（79.0％）が最も多く、次いで「買物にマイバッグやかごを持参する」293 件（76.9％）、「こ

まめに電灯スイッチを切る、エアコンの設定温度を一度上げるなど、省エネ・節電行動をとっている」230 件

（60.4％）。 

                                                               回答件数 2,715 件 

 
図  環境に対する工夫や努力 

 

問１６ 越谷市内で市や団体が行う環境イベントや事業について、参加したことはありますか。次の

中からすべてお選びください。 

 越谷市内で市や団体が行う環境イベントや事業への参加については、「いずれも参加したことがない」285 件

（74.8％）が最も多く、次いで「清掃活動（クリーン大作戦、オオオナモミ除去活動等）」64 件（16.8％）。 

 

回答件数 832 件 

 
図  環境イベントや事業への参加  

0.3%

2.9%

2.9%

13.6%

13.9%

26.0%

31.2%

31.2%

32.3%

34.9%

36.5%

54.9%

56.4%

59.3%

60.4%

76.9%

79.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

いずれも取り組んでない

自然観察会や自然保護活動に参加する

その他

環境問題の記事やテレビ番組、講習会などで積極的に情報を得る

地域の清掃や美化・緑化運動に参加する

省エネ性能に注目して家電を買い替えた

簡易包装、リサイクル可能など環境に配慮された商品を選ぶ

緑のカーテンを育てたり、庭やベランダ等で木や草を植える

お皿に残った油汚れ等をキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗っている

宅配便の再配達を避け、一度で受け取るようにしている

移動する際には、なるべく公共交通や自転車を利用している

不必要なものは購入しない・買い替えない

蛍光灯からＬＥＤライトに買い替えた

食べ残しを少しでも減らしている

こまめに電灯スイッチを切る、エアコンの設定温度を一度上げるなど、省エネ・節電行動をとっている

買物にマイバッグやかごを持参する

ごみの正しい分別や資源のリサイクルを積極的に行う

2.1%

2.9%

4.2%

4.2%

4.2%

4.7%

16.8%

74.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

エコ・クッキング

緑のオアシス（緑のカーテン講習会等）

環境に関する講習会（ＥＣＯ勉強会・シンポジウム等）

越谷市環境大会

ＥＣＯこしがやファミリー宣言

自然観察会（屋敷林観察、水生生物調査、カラスのねぐら調査等）

清掃活動（クリーン大作戦、オオオナモミ除去活動等）

いずれも参加したことがない
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 資料-１ 市民アンケート調査結果 

2.6 各主体の環境に関する取組事項                  

問１７ 越谷市の環境を良くしていくうえで、各主体の取組が重要になります。「市民」「事業者」「市

民団体」「行政」のそれぞれの主体が取り組むべきだと思う事項を１～４から 3 つお選びくださ

い。 

 「主体的に環境対策や取組を行う」べきだと思う主体は、「行政」261 件（68.5％）が最も多い。 

 「各主体と協力し、共同体として、環境に関する対策や取組を行う」べきだと思う主体は、「事業者」227 件

（59.6％）が最も多い。 

 「環境に関する取組に参加する」べきだと思う主体は、「市民」221 件（58.0％）が最も多い。 

 「環境に関する取組の支援・チェックを中心に行う」べきだと思う主体は、「行政」109 件（28.6％）が最も多い。 

 

 
図 各主体が取り組むべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.7%

28.6%

58.0%

22.3%

39.4%

59.6%

28.9%

11.0%

33.6%

53.5%

26.2%

26.0%

68.5%

32.8%

12.9%

28.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

主体的に環境対策や取組を行う

各主体と協力し、共同体として、環境に関する対策や取組を行う

環境に関する取組に参加する

環境に関する取組の支援・チェックを中心に行う

①市民 ②事業者 ③市民団体 ④行政

１ 主体的に環境対策や取組を行う    回答件数 652 件 

２ 各主体と協力し、共同体として環境に関する対策や取組を行う 回答件数 665 件 

３ 環境に関する取組に参加する    回答件数 480 件 

４ 環境に関する取組の支援・チェックを中心に行う            回答件数 335 件 
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 資料-２ 越谷市環境審議会委員名簿 

資料-２ 越谷市環境審議会委員名簿              

越谷市環境審議会委員名簿                       

委嘱期間 令和７年(2025 年)７月１日から令和９年(2027 年)６月 30 日まで 
 
（敬称略）  【◎会長、〇副会長】 

【区 分】 【基 準】 【氏 名】 【役職名】 

条例第２６条第

２項 

第１号委員 

商工業団体を 

代表する者 大
おお

 熊
くま

 正
まさ

 行
ゆき

 越谷商工会議所 常議員 

商工業団体を 

代表する者 関
せき

 根
ね

 隆
たか

 裕
ひろ

 
東京電力パワーグリッド株式会社 

川口支社 越谷事務所長 

商工業団体を 

代表する者 吉
よし

 田
だ

 将
まさ

 光
みつ

 越谷青年会議所 理事長 

条例第２６条第

２項 

第２号委員 

農業団体を 

代表する者 渋
しぶ

 谷
や

 喜代治
き よ は る

 越谷市農業団体連合会顧問 

条例第２６条第

２項 

第３号委員 

学識経験者 〇藤
ふじ

 野
の

   毅
たけし

 
埼玉大学大学院理工学研究科  

教授 

学識経験者 船
ふな

 山
やま

 智
とも

 代
よ

 文教大学 教育学部 教授 

学識経験者 ◎浜
はま

 本
もと

 光
みつ

 紹
つぐ

 
獨協大学 経済学部 経済学科 

教授 

学識経験者 永
なが

 島
しま

 達
たつ

 也
や

 
国立研究開発法人国立環境研究所 

地球システム領域 副領域長 

学識経験者 大
おお

 澤
さわ

 千恵子
ち え こ

 
埼玉県環境科学国際センター  

担当部長 

学識経験者 宮
みや

 山
やま

 清
きよ

 司
し

 
特定非営利活動法人越谷ふるさと

プロジェクト 理事 

学識経験者 石
いし

 井
い

 秀
ひで

 夫
お

 
埼玉県生態系保護協会  

越谷支部 支部長 

学識経験者 星
ほし

 野
の

 智
とも

 子
こ

 
一般社団法人環境パートナーシッ

プ会議 代表理事 

条例第２６条第

２項 

第４号委員 

公 募 久
く

 保
ぼ

 信
しん

 一
いち

 市 民 

公 募 小
こ

 松
まつ

 幸
ゆき

 彦
ひこ

 市 民 

公 募 前
まえ

 田
だ

 惠
しげ

 子
こ

 市 民 
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 資料-３ 越谷市環境管理中間見直しの流れ 

資料-３ 越谷市環境管理計画中間見直しの流れ                           

年 月 日 内容 

令和７年(2025 年) 

２月 12 日 
・令和６年度第２回 越谷市環境審議会開催 

【越谷市環境管理計画の中間見直しに係る基本的な方向性について】 

４月 1 日 ・越谷市環境管理計画策定検討委員会設置 

４月 28 日 
・第１回 越谷市環境管理計画策定検討委員会開催 

【越谷市環境管理計画中間見直し骨子案について】 

８月６日 

・越谷市環境審議会 委員任命 

・令和７年度第１回 越谷市環境審議会開催 

【越谷市環境管理計画中間見直しについて（諮問）、会長・副会長の選出、越谷市

環境管理計画中間見直し骨子案について】 

９月 24 日 
・第２回 越谷市環境管理計画策定検討委員会開催 

【越谷市環境管理計画中間見直し素案について】 

10 月３日 
・第１回 環境推進会議開催 

【越谷市環境管理計画の中間見直しについて】 

10 月７日 

～10月20日 

こしがや SDGs パートナーへの中間見直し素案に係る意見募集 

意 見 数：７件（意見提出者４人） 

10 月 31 日 
・第２回 越谷市環境審議会開催 

【越谷市環境管理計画の中間見直し素案について】 

11 月 17 日 

～12月16日 

パブリックコメント実施 

周 知 方 法：広報こしがやお知らせ版 11 月号への記事掲載、市ホームページへの情

報掲載、越谷 city メール・情報公開センターでの意見募集案件の周知 

意見提出方法：各施設に設置した意見箱への投函、郵送、FAX、電子メール、電子申請 

意見箱設置場所：全 15 か所 

意 見 数：５件（意見提出者３人） 

令和８年(2026 年) 

１月 13 日 
・第３回 越谷市環境管理計画策定検討委員会開催 

【越谷市環境管理計画中間見直し最終案について】 

２月３日 
・第３回 越谷市環境審議会開催 

【越谷市環境管理計画中間見直し最終案について】 

２月 19 日 越谷市環境管理計画中間見直しについて（答申） 

３月〇日 越谷市環境管理計画中間見直し策定（市長決裁） 
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 資料-４ 越谷市環境管理計画の中間見直しについて（諮問） 

資料-４ 越谷市環境管理計画の中間見直しについて（諮問）      
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 資料-５ 越谷市環境管理計画の中間見直しについて（答申） 

資料-５ 越谷市環境管理計画の中間見直しについて（答申）      
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 資料-５ 越谷市環境管理計画の中間見直しについて（答申） 
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 資料-５ 越谷市環境管理計画の中間見直しについて（答申） 
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 資料-６ 越谷市環境条例 

資料-６ 越谷市環境条例                      
越谷市環境条例 

平成 12 年 3 月 31 日 

条例第 17 号 

 

越谷市環境保全条例(昭和 60 年条例第 12 号)の全部を改正する。 

 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 6 条) 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本事項 

第 1 節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念(第 7 条) 

第 2 節 環境管理計画(第 8 条・第 9 条) 

第 3 節 市が講ずる環境の保全及び創造のための施策等(第 10 条―第 21 条) 

第 4 節 地球環境の保全及び国際協力(第 22 条) 

第 3 章 国、県及び他の地方公共団体との協力等(第 23 条・第 24 条) 

第 4 章 環境審議会(第 25 条―第 29 条) 

第 5 章 環境保全に関する事項 

第 1 節 環境保全区域(第 30 条―第 32 条) 

第 2 節 環境配慮報告書(第 33 条―第 44 条) 

第 3 節 公害の防止(第 45 条―第 57 条) 

第 4 節 環境保全協定(第 58 条・第 59 条) 

第 5 節 環境保全調整会議(第 60 条・第 61 条) 

第 6 章 補則(第 62 条・第 63 条) 

第 7 章 罰則(第 64 条―第 67 条) 

附則 

 

前文 

越谷市民は、「水郷こしがや」と呼ばれるように、かつては湿地や沼が広がり、その豊かな水や土壌などの

自然の恵みを受けて広々とした農地や屋敷林などを含めた環境のもとで、生活を営んできた。 

これまで、先人の知恵により、環境と人間が健全で調和のとれた関係を保ってきたことにより、固有の文化

を創出してきた。 

しかし、急激な都市化や科学技術の発達と資源やエネルギーを大量に消費する社会は、こうした調和を崩

し、自然の生態系を破壊し、さらにすべての生物の生存基盤である地球の環境を脅かすまでに至っている。 

私たちは、健康で文化的な生活を確保するうえにおいて必要とされる良好な環境を享受する権利を有する

とともに、祖先より受け継がれた貴重な環境を子孫に伝え残すべき責務を有している。 

私たちは、今日の生活様式やそれを支える社会システムが、大気、水、土壌及び様々な生物の微妙な均衡

と循環のもとに成り立っていることを認識し、環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会を構築していか

なければならない。 

ここに、全市民の英知と努力により真に豊かな環境を保全し、創造していかなければならないことを決意し、

その実現のためにこの条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、環境の保全及び創造に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにする
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とともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項並びに環境保全に関する具体的な事項を

定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将

来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって環境の保全上の支障の原因となるお

それのあるものをいう。 

(2) 環境保全 公害その他の生活阻害を防止し、良好な自然環境を確保し、史跡、遺跡、文化財その他の

文化歴史環境及び都市景観その他の社会生活環境が人間との間に真に調和が保たれた環境を創

造し、かつ、保全することをいう。 

(3) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質

以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及

び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

(4) 環境保全項目 環境保全を図るうえで、配慮し、又は遵守しなければならない環境に係る項目で別表

第 1 に掲げるものをいう。 

(5) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎのある恵み豊かな環境の恵沢を享受

するとともに、人類の生存基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に推進されなければな

らない。 

2 環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷を低減することその他の行動を自主的かつ積極的

に行うことにより達成できるものであり、自然環境の保全をしつつ、資源やエネルギーを有効に活用する、

持続可能な循環型社会を構築するように推進されなければならない。 

3 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地域の自

然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な取り組みにより、すべての主体が連携し、協力しつつ、広

域的かつ国際的な視点から推進されなければならない。 

 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、

環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施しなければならない。 

2 市は、あらゆる施策を通じて環境の保全及び創造を図り、循環型社会の構築を推進するとともに、市民が

健康で文化的な生活を営めるよう努めなければならない。 

3 市長は、毎年環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策に関する情報を把握し、市民に

公表しなければならない。 

 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への

負荷の低減に努めなければならない。 

2 市民は、前項に定めるほか、環境の保全及び創造について関心を高め、地域の良好な環境の形成に努め

るとともに、自らの活動が快適な環境を壊すことのないよう配慮をし、市その他の行政機関が実施する環

境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。 

3 市民は、自然環境の保護及び緑豊かな都市の実現に努めるとともに、郷土の文化的遺産を尊重し、人間

性豊かな文化を創造し、発展させるよう努めなければならない。 
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(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動によって環境を汚染し、又は破壊することのないよう法令

及びこの条例に反しない場合においても最大限の努力をもって、自己の責任と負担で必要な措置を講じ

なければならない。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の

事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な

処理が図られることとなるように必要な措置を講じなければならない。 

3 前 2 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の

製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用さ

れ、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努めるととも

に、その事業活動において再生資源その他環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう

に努めなければならない。 

4 事業者は、市その他の関係行政機関が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しな

ければならない。 

 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本事項 

 

第 1 節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念 

第7条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境優先の理念のもとに、環境への負荷の低減、

自然環境保全その他の環境の保全及び創造のための必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

 

第 2 節 環境管理計画 

(環境管理計画) 

第 8 条 市長は、環境の保全及び創造を図るための基本計画である越谷市環境管理計画(以下「環境管理

計画」という。)に基づき、各種の施策等を講ずるものとする。 

2 環境管理計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全及び創造に関する総合的な施策の大綱 

(3) その他環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

3 市長は、環境管理計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を聴いたうえで、越谷市環境審議

会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境管理計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

5 前 2 項の規定は、環境管理計画の変更について準用する。 

 

(環境管理計画との整合) 

第 9 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境管理計画と

の整合を図らなければならない。 

 

第 3 節 市が講ずる環境の保全及び創造のための施策等 

(環境配慮の推進) 

第 10 条 市は、土地の造成、工場又は事業場の設置その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業

に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(環境の保全上の支障を防止するための規制措置) 

第 11 条 市は、公害(放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土嬢の汚染によるものを除く。第 5 章

において同じ。)の原因となる行為並びに自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関
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し、必要な規制措置を講ずるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制措置を講ずるものとす

る。 

 

(助成措置) 

第 12 条 市は、事業者又は市民が環境への負荷の低減のための必要な施設の整備その他の環境の保全

及び創造のための適切な措置をとることを助長するため、必要かつ適正な助成を行うために必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

(環境の保全及び創造に資する事業等の推進) 

第 13 条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備を推進

するため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、多様な野生生物の生息空間の確保、適正な水循環の形成その他の環境の保全及び創造に資する

事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

3 前項に定めるもののほか、市は、公園、緑地等の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用の

ための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進) 

第 14 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用

が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(環境教育及び環境学習の振興等) 

第 15 条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、事業者

及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全及び創造に

関する活動を行う意欲が増進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(市民等の環境保全活動の促進) 

第 16 条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「市民等」という。)が自発的に行

う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(情報の提供) 

第 17 条 市は、第 15 条の教育及び学習の振興並びに前条の市民等の活動の促進に資するため、個人及

び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報

を適切に提供するように努めるものとする。 

 

(調査の実施) 

第 18 条 市は、環境の状況の把握又は環境の変化の予測に関する調査その他の環境の保全及び創造に関

する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

 

(監視等の体制の整備) 

第 19 条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、

巡視、測定、試験及び検査の体制を整備するものとする。 

 

(環境監査の普及等) 

第 20 条 市は、事業活動が環境に与える影響について事業者が自主的に行う監査に関し調査研究を行い、

その普及に努めるものとする。 
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(総合調整のための体制整備) 

第 21 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、組織的かつ実効的に推進する

ために必要な体制を整備するものとする。 

 

第 4 節 地球環境の保全及び国際協力 

第 22 条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するも

のとする。 

2 市は、国、県及び国際機関その他の団体と連携して、地球環境の保全に関し、技術及び情報の提供等によ

り、国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第 3 章 国、県及び他の地方公共団体との協力等 

(国、県及び他の地方公共団体との協力) 

第 23 条 市は、広域的な取り組みが必要とされる環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当

たっては、国、埼玉県(以下「県」という。)及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

 

(市民等との協働) 

第 24 条 市は、環境の保全及び創造に関し、市民等と協働して取り組むものとする。 

 

第 4 章 環境審議会 

(設置) 

第 25 条 この条例によりその権限に属する事項並びに市長の諮問に応じ環境の保全及び創造に関する基

本的事項及び重要事項を調査審議させる等のため、環境審議会を置く。 

 

(組織) 

第 26 条 環境審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 商工団体を代表する者 

(2) 農業団体を代表する者 

(3) 学識経験者 

(4) 公募による市民 

3 環境審議会は、環境配慮報告書を審査するため、環境審議会委員のうちより、専門委員 5 人による専門

部会を設置することができる。 

 

(任期) 

第 27 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(運営) 

第 28 条 環境審議会及び専門部会の庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。 

2 この章に定めるもののほか、環境審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

(特別部会) 

第 29 条 環境審議会は、その権限に属する特別の事項を調査、審議するため必要があるときは、特別部会を

置くことができる。 

2 特別部会は、環境審議会の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

3 臨時委員は、市長が委嘱する。 
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4 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了するまでの期間とする。 

5 前条の規定は、特別部会の運営について準用する。 

 

第 5 章 環境保全に関する事項 

 

第 1 節 環境保全区域 

(環境保全区域の指定) 

第 30 条 市長は、環境保全を図るうえで必要があると認めるときは、次に掲げる区域を環境保全区域として

指定することができる。 

(1) 市民に憩いと安らぎを与える水辺及び緑などの優れた自然環境が形成されている区域 

(2) 地域の歴史の変遷を知り、地域を特徴づけるうえで重要な社寺若しくは遺跡又は伝統的家並など及

びこれらの歴史的遺産と結びついた優れた景観を有する区域 

(3) 市民の森、親しめる水辺、都市の美観整備などを積極的に推進し、かつ、維持すべき区域 

(4) 幹線道路沿道、工場群周辺その他の環境悪化が著しく、又は悪化が予想され、特に公害防止を図る

べき区域 

2 市長は、前項第 1 号、第 2 号又は第 3 号の環境保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域

の土地所有者及び環境審議会の意見を聴かなければならない。 

3 市長は、第 1 項第 4 号の環境保全区域を指定をしようとするときは、あらかじめ環境審議会の意見を聴か

なければならない。 

4 市長は、環境保全区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。 

5 前 3 項の規定は、環境保全区域の指定の解除又はその区域の変更について準用する。 

 

(環境保全区域内における行為の届出) 

第 31 条 次の表の左欄に掲げる環境保全区域において、同表の右欄に掲げる行為をしようとする者は、規

則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為その他軽易な

行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又は第 33 条に規定する環境配慮事業を実施しよ

うとする者については、この限りでない。 

第 30 条第 1 項第 1 号、第 2 号

又は第 3 号に規定する環境保全

区域 

(1) 木材の伐採 

(2) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 

(3) 歴史的建造物の移設、解体等現状を変更しようとする行為 

(4) その他規則で定める行為 

第 30 条第 1 項第 4 号に規定

する環境保全区域 

(1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく開発許可申請

を要する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 

(2) その他規則で定める行為 

2 前項の規定による届出の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 当該行為の目的及び内容 

(3) その他規則で定める事項 

 

(助言又は指導等) 

第 32 条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により、環境保全区域

に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、

又は指導することができる。 

2 市長は、前項の規定による助言又は指導に基づいて行う措置等に要する費用の一部について、予算の範

囲内で助成することができる。 
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第 2 節 環境配慮報告書 

(環境配慮事業) 

第 33 条 土地の造成、工場又は事業場の設置その他これらに類する事業のうち、別表第 2 に定める事業で

規則で定める要件に該当するもの(以下「環境配慮事業」という。)を実施しようとする者(以下「環境配慮

事業者」という。)は、より豊かな環境の創造を図るため、次に掲げる事項を環境配慮報告書により、市長

に報告しなければならない。 

(1) 環境配慮事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地) 

(2) 環境配慮事業の名称、目的及び内容 

(3) 環境配慮事業を実施しようとする区域及びその周辺地域の現況 

(4) 環境配慮事業の環境に対する配慮措置 

2 2 以上の環境配慮事業者が 1 の環境配慮事業又は相互に関連する 2 以上の環境配慮事業を実施しよ

うとする場合において、これらの環境配慮事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、

当該事業について、又は当該 2 以上の環境配慮事業を合わせて、報告しなければならない。 

3 環境配慮事業者は、環境保全区域に隣接する地域において、環境配慮事業を実施しようとするときは、環

境保全区域に著しい影響を与えないよう配慮しなければならない。 

 

(環境配慮項目) 

第 34 条 市長は、環境保全項目のうち、環境配慮事業の内容を勘案し、環境配慮事業者と協議のうえ環境

配慮項目を決定するものとする。 

2 環境配慮事業のうち、次に掲げる事業で、市長が著しい公害の発生のおそれがあると認めるものについて

は、次条に定める技術指針により、環境に及ぼす影響の調査を行うものとする。 

(1) 工場の新設又は変更 

(2) 工業団地の設置 

 

(技術指針) 

第 35 条 市長は、既に得られている科学的知見に基づき、環境配慮事業の実施が環境に及ぼす影響を明ら

かにするために必要な調査方法等の技術指針を定めるものとする。 

2 技術指針については、常に適切な判断が加えられ、必要な改定を行わなければならない。 

3 市長は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、技術指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表しなければならない。 

 

(地域説明協議会等) 

第 36 条 環境配慮事業者は、環境配慮報告書を提出した後、地域説明協議会を開催し、地域住民に説明

し、意見を聴いてその結果について、市長に報告しなければならない。 

2 市長は、前項に規定する報告があったときは、環境審議会専門部会の意見を聴き、審査意見書を作成し、

当該環境配慮事業者に通知するものとする。 

 

(地域説明協議会等の特例) 

第 37 条 環境配慮事業のうち、当該事業の内容等により、前条の規定による手続きを要しないと認められる

事業で規則で定めるものは、当該手続きに代えて市長と必要な調整を行うものとする。 

 

(最終環境配慮報告書) 

第 38 条 環境配慮事業者は、第 36 条又は前条に規定する手続きが終了したときは、当該事業について検

討を加え、次に掲げる事項を最終環境配慮報告書により、市長に報告しなければならない。 

(1) 第 33 条第 1 項各号に掲げる事項 
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(2) 前号に掲げる事項の修正に関する事項 

(3) 地域説明協議会の議事録 

(4) 当該環境配慮事業の事後調査に係る事項 

(5) その他規則で定める事項 

 

(環境配慮事業の実施の制限) 

第 39 条 環境配慮事業者は、前条に規定する手続きが終了するまでは、当該環境配慮事業を実施してはな

らない。 

 

(許認可権者への要請) 

第 40 条 市長は、必要と認める場合は、第 38 条に規定する最終環境配慮報告書の写しを当該環境配慮事

業に係る法令に基づく許可、認可、承認その他これらに類する行為を行う権限を有する者(以下「許認可

権者」という。)に送付し、当該許認可権者に対し当該環境配慮事業の実施についての許認可等を行うに

際して、最終環境配慮報告書の内容について十分配慮するよう要請するものとする。 

 

(手続きの再実施) 

第 41 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、環境配慮事業者に対し、第 33 条に規定する手続

きを再度求めることができる。 

(1) 最終環境配慮報告書を受理した日から 5 年を経過しても当該事業に着手しないとき。 

(2) 市長に最終環境配慮報告書を提出後、当該事業について著しい変更が生じたとき。 

 

(事後調査報告書) 

第 42 条 環境配慮事業者は、環境配慮事業の施行時及び施行後、最終環境配慮報告書の事後調査に係

る事項に基づき事後調査を行い、その結果を記載した事後調査報告書を作成し、市長に速やかに報告し

なければならない。 

 

(国等との調整) 

第 43 条 市長は、国、県又は別表第 3 に掲げる者(以下「国等」という。)が環境配慮事業を実施する場合に

おいてこの節の規定を適用するときは、国等と必要な調整を行うものとする。 

 

(適用除外) 

第 44 条 この節の規定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 87 条に規定する災害復旧事

業その他災害復旧のため緊急に実施する必要があると市長が認める事業については、適用しない。 

 

第 3 節 公害の防止 

(規制基準) 

第 45 条 市長は、工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)における事業活動又は建設作業の実施に伴

って生ずる公害を防止するため、騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)その他の関係法令で定めのある

ものを除くほか、当該事業活動又は建設作業を実施している者(以下「事業者」という。)が遵守すべき公

害の発生に係る最低限度の基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。 

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、環境審議会の意見を聴かなければならない。

規制基準を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。 

 

(規制基準の遵守義務) 

第 46 条 事業者は、積極的に規制基準を遵守しなければならない。 

 



 

 

資-23 

 資料-６ 越谷市環境条例 

(事故等における措置) 

第 47 条 事業者は、事業場内の施設(公害防止施設を含む。)の故障、破損その他の事故(以下この条にお

いて「事故等」という。)により、公害を発生させ、又は発生させるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を

講ずるとともに、その旨を市長に報告し、当該事故等について速やかに復旧するよう努めなければならな

い。 

2 前項の規定による報告をした者は、その報告に係る事故等について、復旧工事を完了したときは、速やか

にその旨を市長に届け出なければならない。 

3 市長は、第 1 項の事故等が発生した場合において、当該事故等に係る工場等の周辺の区域における人の

健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、事業者に対し、その事故等の復旧及び再

発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

4 市長は、第 1 項の事故等が発生した場合における復旧作業に要した費用及び物品を、事業者に負担させ

ることができる。 

 

(改善勧告及び改善命令等) 

第 48 条 市長は、事業活動に伴って生ずる騒音その他規則で定めるものが規制基準に適合しないことによ

り、工場等の周辺の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、事業者に対し、

期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、防止の方法を改善し、又は当該施設の

使用若しくは作業の方法を変更すべきことを勧告することができる。 

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同

項の事態を除去するために必要な限度において、防止の方法の改善若しくは当該施設の使用若しくは作

業の方法の変更を命じ、又は当該施設の使用若しくは当該作業の一時停止を命ずることができる。 

3 市長は、小規模の事業者に対する前 2 項の規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい

支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。 

 

(改善措置の届出) 

第 49 条 前条第 1 項の規定による勧告又は同条第 2 項に規定する命令を受けた者は、当該勧告又は命令

に従い措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

 

(指定建設作業実施の届出) 

第 50 条 規則で定める建設作業(以下「指定建設作業」という。)を実施しようとする者は、当該指定建設作

業の開始の日の 7 日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非

常の事態の発生により、当該指定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 建設作業の目的に係る施設又は工作物の種類 

(3) 建設作業の場所及び実施の期間 

(4) 公害防止の方法 

(5) その他規則で定める事項 

 

(指定建設作業実施の改善命令等) 

第 51 条 市長は、指定建設作業に伴って発生する騒音、振動等が規制基準に適合しないことにより、当該指

定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該指定建設作業を実施

する者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動等の防止の方法

の改善又は当該指定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。 

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで当該指定建設作業を実施している

ときは、騒音、振動等の防止の方法の改善が行われるまでの間、その作業の一時停止を命ずることができ

る。 
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(地下水揚水の届出) 

第 52 条 動力を用いて地下水(温泉法(昭和 23 年法律第 125 号)による温泉を除く。)を採取するための

施設(以下「揚水施設」という。)であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が 2 以上あるときは、その断

面積の合計。以下同じ。)が 6 平方センチメートルを超えるもの(河川法(昭和 39 年法律第 167 号)が適

用される河川の河川区域のものを除く。)により地下水を採取しようとする者は、当該揚水施設の設置の

30 日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、埼玉県生活環境保全条例

(平成 13 年埼玉県条例第 57 号)第 86 条に規定するものを除く。 

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 揚水施設及び当該揚水施設の付帯施設(以下「揚水施設等」と総称する。)の設置の場所 

(3) 揚水施設等のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積 

(4) 揚水の用途 

(5) 揚水施設等の設置の場所を示す図面その他規則で定める事項 

2 前項の規定により届出を行った者がその届出に係る揚水施設を変更し、又は廃止しようとするときは、その

旨を市長に届け出なければならない。 

 

(地下水揚水量の報告) 

第 53 条 前条の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより揚水量測定器を設置し、当該揚水施

設に係る地下水の揚水量を記録し、及びこれを報告しなければならない。ただし、農業用の揚水施設につ

いては、揚水量測定器の設置に代えて他の方法によることができる。 

 

(立入検査) 

第 54 条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、公害を発生させ、若しくは発生させ

るおそれのある者に対し必要な報告を求め、又は当該職員に、公害を発生させ、若しくは発生させるおそ

れのある工場等その他の場所に立ち入らせ、施設、書類若しくは帳簿について必要な検査をし、又は関係

資料等の提出を求めることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 

3 第 1 項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

(広聴会) 

第 55 条 市内に住所を有する 20 歳以上の者は、次に掲げる場合においては、10 人以上の連署をもって、

その代表者から市長に対し広聴会の開催を請求することができる。 

(1) 公害により現に当該市民の健康又は生活環境が損なわれていると認められるとき。 

(2) 事業者が新たに開始しようとする事業活動(施設の増設及び変更を含む。)から生ずる公害によって、

当該市民の健康又は生活環境が損なわれることが明らかに予測されるとき。 

2 前項の規定による請求を行う場合は、その代表者は、公害の内容及び当該事業者を明示しなければなら

ない。 

3 市長は、第 1 項の規定による請求を受理した日から 30 日以内に広聴会を開催しなければならない。 

4 市長は、第 2 項に規定する事業者又はこれに代わる者に対して、広聴会への出席を命ずることができる。 

5 前 4 項に定めるもののほか、広聴会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

(広聴会開催の特例) 

第 56 条 市長は、前条第 1 項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、広聴会を開催すること

ができる。 

2 前条第 4 項及び第 5 項の規定は、前項の規定により開催する広聴会について準用する。 
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(広聴会に関する勧告) 

第 57 条 市長は、前 2 条の規定により開催した広聴会の結果に基づき、事業者に対して必要な措置を講ず

るよう勧告しようとするときは、あらかじめ環境審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。 

2 市長は、前項の規定により勧告を行ったときは、その内容を関係者に通知しなければならない。 

3 前 2 条及び本条の規定は、市長が法令の規定等によって、事業者に必要な措置を講じさせることを妨げ

るものではない。 

 

第 4 節 環境保全協定 

(締結) 

第 58 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民等と環境保全協定(以下「協定」という。)を

締結することができる。 

(1) 工場等の新設のとき。 

(2) 第 5 章第 1 節に定める環境保全区域に係るもので協定を締結する必要が生じたとき。 

(3) 第 38 条に規定する最終環境配慮報告書が提出され、協定を締結する必要が生じたとき。 

(4) 第 47 条第 2 項に規定する事故等の復旧完了報告書が提出され、協定を締結する必要が生じたと

き。 

(5) 第 49 条に規定する改善措置に関して協定を締結する必要が生じたとき。 

(6) 第 55 条又は第 56 条の規定により開催した広聴会の結果により、協定を締結する必要が生じたと

き。 

(7) その他環境が損なわれるおそれがあると認められ、協定を締結する必要が生じたとき。 

2 市民等は、市長から協定の締結を求められたときは、協定を締結し、誠実かつ積極的にこれを遵守しなけ

ればならない。 

 

(締結項目) 

第 59 条 市長は、協定を締結しようとするときは、市民等と協議のうえ環境保全項目のうちから締結項目を

決定する。 

 

第 5 節 環境保全調整会議 

(設置) 

第 60 条 環境の保全及び創造に関する施策を推進するに当たり、その重要事項について庁内関係課の業

務を調整するため、環境保全調整会議を設置する。 

2 環境保全調整会議は、調整事項に関連する庁内関係課長をもって構成する。 

 

(所掌事務) 

第 61 条 環境保全調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 環境の保全及び創造の施策推進に関すること。 

(2) 環境配慮報告書に関すること。 

(3) その他環境保全に関すること。 

2 環境保全調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

第 6 章 補則 

(報告) 

第 62 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民等から資料又は報告を求めることができる。 

(委任) 

第 63 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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第 7 章 罰則 

第 64 条 次の各号の一に該当する者は、100,000 円以下の罰金に処する。 

(1) 第 47 条第 1 項の規定による措置を怠った者 

(2) 第 47 条第 3 項、第 48 条第 2 項又は第 51 条第 2 項の規定による命令に違反した者 

 

第 65 条 次の各号の一に該当する者は、30,000 円以下の罰金に処する。 

(1) 第 47 条第 2 項、第 49 条、第 50 条又は第 52 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

(2) 第 53 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(3) 第 55 条第 4 項の規定による命令に違反した者 

 

第 66 条 第 54 条第 1 項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10,000 円以下の罰金

に処する。 

 

第 67 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、前 3 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑

を科する。 

 

附 則 

 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 12 年 6 月 1 日から施行する。 

 

(報告及び届出に関する経過措置) 

2 この条例による改正前の越谷市環境保全条例(以下「旧条例」という。)第 25 条第 1 項の規定によりなさ

れた報告又は同条第 2 項若しくは第 27 条の規定によりなされた届出は、それぞれこの条例による改正

後の越谷市環境条例(以下「新条例」という。)第 47 条第 1 項の規定によりなされた報告又は同条第 2

項若しくは第 49 条の規定によりなされた届出とみなす。 

 

(勧告及び命令に関する経過措置) 

3 旧条例第 26 条第 1 項、第 29 条第 1 項若しくは第 36 条第 1 項の規定によりなされた勧告又は第 26

条第 2 項、第 29 条第 2 項若しくは第 34 条第 4 項の規定によりなされた命令は、それぞれ新条例第 48

条第 1 項、第 51 条第 1 項若しくは第 57 条第 1 項の規定によりなされた勧告又は第 48 条第 2 項、第

51 条第 2 項若しくは第 55 条第 4 項の規定によりなされた命令とみなす。 

 

(環境審議会委員に関する経過措置) 

4 この条例の施行の際現に旧条例第 40 条第 2 項の規定により環境保全審議会の委員に委嘱されている

者は、新条例第 26 条第 2 項の規定により環境審議会の委員に委嘱された者とみなす。 

5 前項の規定により環境審議会の委員とみなされる者の任期は、新条例第 27 条第 1 項の規定にかかわら

ず、平成 13 年 6 月 30 日までとする。 

 

(環境保全協定に関する経過措置) 

6 この条例の施行の際現に旧条例第 37 条の規定により締結されている環境保全協定の効力については、

なお従前の例による。 
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(罰則に関する経過措置) 

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成 12 年条例第 30 号) 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 12 条の規定は、平成 12 年 6 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 12 年条例第 36 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 14 年条例第 15 号) 

この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 15 年条例第 25 号) 

この条例は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 16 年条例第 19 号) 

この条例中別表第 3 の改正規定(「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改める部分に限

る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成 16 年 7 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 17 年条例第 71 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 22 年条例第 33 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

別表第 1(第 2 条関係) 

環境保全項目 

(自然環境) 

動物生態 

植物生態 

地形及び地質 

(文化歴史環境) 

文化財 

遺跡 

(快適環境) 

みどり 

まちの清潔さ 

水辺 

景観 

レクリエーション 

雨水流出 

交通利用 

土地利用の形態 

その他 
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(公害) 

大気汚染 

水質汚濁 

土壌汚染 

騒音 

振動 

地盤沈下 

悪臭 

(生活阻害) 

日照阻害 

電波障害 

廃棄物 

(地球環境保全) 

省資源 

省エネルギー 

その他 

 

別表第 2(第 33 条関係) 

環境配慮事業 

1 工場の新設又は変更 

2 住宅団地の新設又は増設 

3 高層建築物の新築 

4 大型店舗の新設又は増設 

5 レクリエーション施設の設置 

6 自動車駐車場の設置又は変更 

7 流通関連施設の設置又は変更 

8 工業団地の設置 

9 廃棄物処理施設の設置又は変更 

10 鉄道の改良 

11 道路の新設又は改築 

12 河川改修工事 

13 市街地再開発事業 

14 土地区画整理事業 

15 その他の事業 

 

別表第 3(第 43 条関係) 

国等の範囲 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

独立行政法人都市再生機構 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

独立行政法人環境再生保全機構 

埼玉県住宅供給公社 

その他国又は県が出資している団体でこれらに類するもの 
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資料-７ 開発事業別の環境配慮指針（環境条例第 33 条環境配慮事業より）         

土地の形状の変更、工作物の新設等事業の実施に際しては、計画の構想・立案段階といった早期の段階

において、環境の保全・創造の観点から十分な事前配慮を行うことにより、環境に配慮したものとしていくこと

が重要となります。  

このため、自然環境の保全や快適な環境の創造などに関して事前に配慮すべき事項を指針として示し、適

切な環境配慮を事業計画の中に取り入れることを事業者に対して求めることにより、環境への影響を可能な

限り低減していく仕組みづくりが必要となります。  

本市では、環境条例において環境配慮事業を定め、環境への配慮事項を示しており、事業者は、実施しよ

うとする事業の種類、規模等を勘案の上、この環境配慮指針に基づき環境配慮を行わなければなりません。 

 

１ 環境に配慮する事業                             

（１）工場の新設又は変更  

工場の新設又は変更では、建設される施設の内容からみて、公害に対する配慮が重要であるとともに、周

辺の自然環境、文化歴史環境、快適環境などの地域特性を踏まえた配慮や廃棄物、省資源に対する配慮が

必要です。  

また、再生可能エネルギーの活用や省エネルギーへの取り組みにより温室効果ガス排出に対する配慮や、

駐車場等の緑化や屋上緑化などの緑化環境に対する配慮も重要です。 

 

（２）住宅団地の新設又は増設  

住宅団地の新設又は増設では、比較的広い面積の土地の造成を伴う場合が多く、自然環境、文化歴史環

境、雨水流出、土地利用などに対する配慮が重要です。  

また、供用後については人口が集中するため、生活雑排水による水質汚濁や廃棄物に対する配慮を要す

るほか、みどり、まちの清潔さ、景観、交通利用など、入居者及び周辺住民にとっての快適環境に対する配慮

も重要です。  

さらに、市内には地盤沈下及びそれに伴う水害などの二次的被害を生じる恐れのある地域もみられ、地盤

沈下に対する配慮も必要です。  

 

（３）高層建築物の新築  

高層建築物の新築では、それ自体が地域の景観に大きな影響を与え、地域のランドマークになるものでも

あるため、良好な都市景観の形成に十分配慮する必要があります。  

また、日照阻害、電波障害といった周辺地域への生活阻害や、周辺の土地利用に波及効果を及ぼす可能

性もあり土地利用の形態にも配慮が必要です。  

供用後は、住宅用のものであっても業務用のものであっても多くの人が集中することによる交通利用、水質

汚濁への配慮が必要です。  

さらに、軟弱な地盤の多い本市においては、地盤沈下に対する配慮や省資源、省エネルギーに対する配慮

も重要です。  

 

（４）大型店舗の新設または増設  

大型店舗の新設または増設では、文化財やみどり、景観、土地利用の形態など周辺地域の文化歴史環境

や快適環境に対する配慮、利用者にとっての快適環境への配慮が必要です。  

供用後は、物品の搬入、買い物客など多くの自動車や人の集中が予想され、交通利用、大気汚染、水質汚

濁、騒音への配慮が重要です。  
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また、大規模な建築物の新設または増設に伴う地盤沈下、日照阻害、電波障害や、大量の物品を扱うこと

による廃棄物、省資源にも配慮が必要です。  

さらに、再生可能エネルギーの活用や省エネルギーへの取り組みにより温室効果ガス排出に対する配慮

や、駐車場等の緑化や屋上緑化などの緑化環境に対する配慮も重要です。  

 

（５）レクリエーション施設の設置  

レクリエーション施設では、比較的敷地面積が広いため周辺地域の環境特性に与える影響が大きく、文化

財、みどり、景観、土地利用の形態など周辺地域の文化歴史環境や快適環境に対する配慮が必要です。  

また、多くの人が集中することから、交通利用、水質汚濁、騒音、廃棄物に対する配慮も重要です。  

さらに、施設の内容によっては、騒音、振動、電波障害に対する配慮も必要です。  

 

（６）自動車駐車場の設置又は変更  

自動車駐車場の設置又は変更では、文化財、景観、雨水流出、土地利用の形態など周辺地域の文化歴史

環境や快適環境に対する配慮が必要です。  

供用後は、自動車の利用による交通利用、大気汚染、騒音、振動への配慮が必要です。  

さらに、駐車場においては敷地緑化などの緑化環境に対する配慮も重要です。  

 

（７）流通関連施設の設置又は変更  

流通関連施設の設置又は変更では、文化財、みどり、景観、雨水流出、土地利用の形態など周辺地域の文

化歴史環境や快適環境に対する配慮が必要です。  

供用後は、人、車輌、物品が集中することから、交通利用、大気汚染、水質汚濁、騒音、廃棄物などに対する

配慮も重要です。  

 

（８）工業団地の設置  

工業団地の設置では、自然環境、文化歴史環境、雨水流出、土地利用の形態、地盤沈下などに対する配

慮が重要です。  

また、みどり、景観、交通利用などの周辺地域の快適環境に対する配慮も必要です。  

さらに供用後は、種々の汚染物質の排出も予想されることから、公害に対する配慮も重要です。  

なお、配慮の内容には､個々の施設の建設や供用段階に各事業者が配慮すべきものも多いので、これらに

ついても、敷地の分譲に際しての分譲条件などとして担保しておくことが必要です。  

 

（９）廃棄物処理施設の設置又は変更  

廃棄物処理施設の設置又は変更では、自然環境に対する配慮が必要です。  

また、みどり、景観など周辺地域の快適環境の形成や住民への便益といった配慮、大気汚染、水質汚濁、

悪臭など公害の防止に対する配慮が重要です。  

さらに、運搬車輌などによる交通利用、騒音、振動に対する配慮も重要です。  

なお、廃棄物の最終処分場については、処分場の使用後の処置についても配慮が必要です。  

 

（１０）鉄道の改良  

鉄道の改良では、既存の路線における線路の増設、高架化を対象としているため、みどり、景観などの周辺

地域の快適環境への配慮が重要です。特に、高架化の場合は、景観への影響が大きく十分な配慮が必要で

す。  

また、列車の走行に伴う騒音、振動の影響も大きく、周辺土地利用を踏まえて配慮が必要です。  

さらに、高架化の場合は日照阻害、電波障害に対しても配慮が必要です。  

なお、環境配慮事業の対象となってはいませんが、新駅の設置においては、駅を中心にさらに開発が進行

する可能性が高く、特に周辺の土地利用の形態への配慮、また、鉄道の地下化では、特に地盤沈下への配慮
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が必要です。  

 

（１１）道路の新設又は改築  

道路の新設又は改築では、一般に車輌の走行に伴う排気ガス汚染（大気汚染）、騒音、振動に対する配慮

が重要です。  

また、地域特性を活かし、周辺環境への配慮を行うとともに、緑や景観も視野に入れ、魅力ある、誰もが安

心して利用できる道路づくりが重要です。  

 

（１２）河川改修工事  

河川改修工事では、都市において河川は数少ない自然が残された場所、自然とふれあえる場所であるた

め、自然環境の保全や快適環境の形成への配慮が重要です。  

また、工事による水質汚濁にも配慮する必要があります。  

 

（１３）市街地再開発事業  

市街地の再開発事業では、中高層建築物の出現による日照阻害や電波障害といった周辺地域への生活

阻害について配慮する必要があります。  

また、再開発事業の目的である環境改善の観点から、文化財、みどり、水辺、景観、交通利用、土地利用の

形態などの事業の対象地域及びその周辺地域における文化歴史環境、快適環境に対する配慮が非常に重

要です。  

 

（１４）土地区画整理事業  

土地区画整理事業では、地域の自然環境、文化歴史環境への配慮が必要です。  

また、事業により整備される地区の住民などにとって良好な環境を形成することが重要であるため、みどり、

水辺、景観、土地利用の形態、日照阻害などの事業の対象地域及びその周辺地域における快適環境や生活

阻害に対する配慮が非常に重要です。  

 

（１５）その他の事業  

その他（１）～（１４）に掲げている事業と同程度であると市長が認定するものについては、環境配慮事業と

します。  
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２ 環境に配慮する事業に対する環境配慮項目              

環境配慮項目については、各環境配慮事業が環境にどのような影響を及ぼすかを市と事業者が協議のう

え決定しますが、一般的には下表の○印の環境保全項目の中から選定します。また、必要に応じて環境配慮

項目を追加します。 
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